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一
二
雑
・
報
一
一

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
昭
和
六
二
年
三
月
六
日
(
金
)
午
後
二
時
よ
り

「
近
代
日
本
外
交
と
ソ
連
」

報
告
者

酒

井

哲

哉

氏

(
北
海
道
大
学
法
学
部
助
教
授
)

出
席
者

二
五
名

本
報
告
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
か
ら
日
中
戦
争
勃
発
に
至
る
ま
で
の
日

本
外
交
に
お
け
る
ソ
連
要
因
の
分
析
を
軸
と
し
て
、
当
該
期
の
日
本
外
交

の
再
解
釈
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
テ

1
マ
に
つ
い
て
の
従
来
の
研
究

は
、
表
面
的
な
外
交
交
渉
史
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
が
殆
ど
で
あ
り
、

東
ア
ジ
ア
の
国
際
政
治
史
の
広
い
文
脈
の
中
で
こ
の
問
題
を
と
ら
え
よ
う

と
し
た
研
究
は
皆
無
に
近
い
。
本
報
告
は
、
こ
う
し
た
研
究
史
上
の
不
備

を
補
う
も
の
で
あ
る
。

一
九
二

0
年
代
の
東
ア
ジ
ア
国
際
政
治
を
枠
づ
け
た
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制

下
の
日
本
で
は
、
様
々
な
ソ
連
観
が
競
合
し
て
い
た
。
後
藤
新
平
や
海
軍

指
導
者
は
各
々
の
基
底
的
関
心
か
ら
提
携
強
化
乃
至
親
善
関
係
の
維
持
を

望
ん
だ
し
、
ま
た
時
に
は
反
英
米
l
ア
ジ
ア
主
義
の
観
点
か
ら
日
中
ソ
三

国
の
関
係
強
化
を
主
張
し
た
者
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
反
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
と
い
う
観
点
か
ら
の
対
ソ
提
携
に
対
し

て
は
、
当
然
の
事
な
が
ら
幣
原
外
交
の
推
進
者
は
批
判
的
で
あ
っ
た
。
だ

が
そ
の
事
は
、
彼
ら
が
ソ
連
に
敵
対
的
で
あ
っ
た
事
を
意
味
し
な
い
。
幣

原
は
ソ
連
に
対
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
供
与
を
含
め
た
対
ソ
経
済
外
交
に
は
積

極
的
だ
っ
た
し
、
ま
た
北
伐
初
期
に
頂
点
に
達
し
た
ソ
連
の
中
国
に
対
す

る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
影
響
力
に
も
危
機
感
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
う

し
た
事
は
幣
原
外
交
の
根
本
的
理
念
で
あ
る
中
国
へ
の
内
政
不
干
渉
主
義

と
連
動
し
て
お
り
、
き
れ
ば
こ
そ
当
時
の
ソ
連
は
幣
原
外
交
を
高
く
評
価

し
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
幣
原
外
交
の
批
判
者
た
る
田
中
外
交
は
、
中
国

情
勢
判
断
に
つ
い
て
は
幣
原
と
見
解
を
異
に
し
、
ま
た
対
満
政
策
に
お
い

て
も
軍
事
的
関
心
か
ら
北
満
へ
の
積
極
的
進
出
を
め
ざ
し
た
。
だ
が
、
田

中
の
北
満
進
出
論
は
現
地
政
権
へ
の
依
存
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
た
め
満
州
に
お
け
る
日
ソ
の
勢
力
関
係
を
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
変
更

す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

関
東
箪
に
よ
る
満
州
事
変
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
へ
の
挑
戦
で
あ
る
と

共
に
、
日
ソ
関
係
の
現
状
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
上
海
事
変
に
日

本
の
「
南
進
」
の
意
図
を
見
た
ソ
連
は
、
満
州
事
変
以
後
、
海
軍
、
殊
に
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幸E

海
軍
艦
隊
派
の
リ
ー
ダ
ー
た
る
加
藤
寛
治
に
接
近
す
る
事
で
、
日
本
の
「
北

進
」
を
禦
肘
し
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
た
意
図
は
必
ず
し
も
実
ら
な
か
っ

た
が
、
五
・
一
五
事
件
後
の
危
機
の
時
代
に
、
斉
藤
・
岡
田
と
い
う
海
軍

系
内
閣
が
続
い
た
こ
と
は
ソ
連
に
と
っ
て
幸
運
な
事
で
あ
っ
た
。

だ
が
華
北
分
離
工
作
後
、
外
務
省
は
「
防
共
」
概
念
を
導
入
す
る
こ
と

で
、
対
ソ
防
衛
へ
の
専
心
を
説
く
陸
軍
内
の
勢
力
と
提
携
し
て
対
中
侵
略

を
抑
制
し
、
以
て
対
英
米
協
調
の
回
復
を
図
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
外
務
省
の
こ
の
懸
命
な
、
し
か
し
い
さ
さ
か
曲
芸
的
な
努
力
は
所
栓

弥
縫
策
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
日
ソ
関
係
は
「
防
共
」
概
念
の
導
入
に
よ
っ
て
、

一
層
紛
糾
し
た
。
日
中
戦
争
は
、
こ
う
し
た
日
本
外
交
の
矛
盾
を
一
層
深

め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

雑

O
昭
和
六
二
年
六
月
六
日
(
水
)
午
後
一
時
よ
り

「
カ
ナ
ダ
法
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
」

プ
ロ
グ
ラ
ム

「
カ
ナ
ダ
憲
法
と
司
法
審
査
」

報
告
者

H
・
N
・
ジ
ャ

1
ニ
ツ
シ
ュ
氏

(
ト
ロ
ン
ト
大
学
)

|「
・カ
訴ム

藍タ
晶法
での
観
仕占
罰か
ら
決 見

f中主
費量
断内
事の 訴
塾三r;I.
E器
開
す
る
諸
問
題

報
告
者

J
-
ブ
ロ
ム
氏

(
U
B
C
)
 

「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
裁
判
外
紛
争
処
理
手
続
と
仲
裁
セ
ン

タ

報
告
者

マ
ル
コ
ム
・
ス
ミ
ス
氏

(
U
B
C
)
 

出
席
者

O 
名

O
昭
和
六
二
年
六
月
二
五
日
(
木
)
午
後
一
時
よ
り

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
行
政
部
と
執
行
部
の
関
係
」

報
告
者

ロ
ジ
ャ

l
・
H
・
デ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
氏

O
昭
和
六
二
年
六
月
二
六
日
(
金
)
午
後
一
時
半
よ
り

「
契
約
侵
害
(
債
権
侵
害
)
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
法
の
近
時
の
動
向
」

報

告

者

吉

田

邦

彦

氏
(
北
海
道
大
学
法
学
部
助
教
授
)

三
五
名

出
席
者

「
第
三
者
の
債
権
侵
害
」
に
関
す
る
従
来
の
議
論
は
、
ド
イ
ツ
法
の
一
面

的
影
響
を
強
く
受
け
続
け
た
と
い
う
特
異
な
経
緯
か
ら
、
極
め
て
狭
い
範

囲
で
し
か
不
法
行
為
の
成
立
が
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
の
問
題
意
識
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北海道大学法学部法学会記事

か
ら
、
報
告
者
は
、
比
較
法
的
研
究
を
通
じ
て
、
契
約
の
対
第
三
者
保
護

の
視
点
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
る
こ
と
を
主
張
し
た
(
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
『
法
学
協
会
雑
誌
』
一

O
二
巻
九
号
、
一
一
号
、
二
一
号
、
一

O
三
巻

一
号
、
二
号
、
三
号
、
七
号
、
一

O
四
巻
一
号
、
七
号
参
照
)
が
、
本
報

告
も
そ
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
法
で
も
、

こ
の
分
野
に
関
す
る
判
例
の
立
場
は
イ
ギ
リ
ス
と
大
差
な
い
の
で
あ
る

が
、
近
時
(
一
九
八

0
年
代
)
は
、
法
の
経
済
学
的
分
析
|
|
と
く
に
、

「
契
約
を
破
る
自
由
」
と
い
う
考
え
方
|
|
の
影
響
を
受
け
、
契
約
侵
害

(
債
権
侵
害
)
の
要
件
を
絞
ろ
う
と
す
る
見
解
が
有
力
に
唱
え
ら
れ
て
い

る
の
で
、
そ
れ
を
こ
こ
で
の
報
告
の
対
象
と
し
、
報
告
者
と
は
逆
の
か
か

る
動
向
に
は
、
な
お
幾
つ
か
の
間
題
点
が
含
ま
れ
て
い
て
検
討
の
余
地
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
中
間
的
報
告
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
、
論
証
不

充
分
な
箇
所
も
あ
ろ
う
が
、
詳
し
く
は
、
本
誌
三
八
巻
五
・
六
合
併
号
(
山

畠
教
授
退
官
記
念
号
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

O
昭
和
六
二
年
七
月
一
五
日
(
水
)
午
後
一
時
半
よ
り

「
ア
メ
リ
カ
立
憲
主
義
の
起
源
」

報
告
者

出
席
者

ジ
ヤ
ツ
ク
・

p
・
グ
リ
ー
ン
氏

ジ
ョ
ン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ス
大
学
教
授
)

二
O
名

ジ
ヤ
ツ
ク
・

p
・
グ
リ
ー
ン
教
授
は
、
米
国
ジ
ョ
ン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ス

大
学
歴
史
学
部
で
教
鞭
を
取
る
英
米
近
代
政
治
史
の
泰
斗
。
こ
の
度
本
学

国
際
交
流
基
金
の
招
き
で
来
学
さ
れ
た
の
を
機
会
に
、
法
学
部
で
は
教
授

を
囲
み
数
度
の
研
究
会
が
催
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
法
学
会
で
は
ア
メ
リ
カ

立
憲
主
義
の
起
源
を
め
ぐ
り
三
時
間
に
わ
た
り
報
告
と
質
疑
が
行
わ
れ

た。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
が
、
そ
の
数
州
の
憲
法
と
共
に
、
今
日
の
世
界

に
お
け
る
最
古
の
成
文
憲
法
で
あ
る
こ
と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も

な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
れ
ら
合
衆
国
の
憲
法
の
祖
と
言
っ
て
よ
い

イ
ギ
リ
ス
憲
法
が
様
々
な
制
定
法
以
外
に
歴
史
的
伝
統
や
慣
例
を
も
含
み

そ
れ
自
体
は
不
文
の
憲
法
で
あ
る
こ
と
も
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
本
報

告
は
イ
ギ
リ
ス
憲
法
体
制
の
下
、
い
わ
ば
そ
の
辺
境
に
建
設
さ
れ
た
ア
メ

リ
カ
植
民
地
が
、
父
祖
の
伝
統
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
成
文
憲
法
を
制
定

す
る
に
至
っ
た
理
由
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
報
告
の
要
旨
は
以
下
の
通
り
。

一
七
世
紀
初
頭
に
そ
の
端
緒
が
聞
か
れ
た
イ
ギ
リ
ス
領
北
ア
メ
リ
カ
植

民
地
は
、
い
く
つ
か
の
点
に
お
い
て
|
|
す
な
わ
ち
そ
の
ロ
ン
ド
ン
か
ら

の
距
離
に
お
い
て
、
そ
の
人
口
密
度
の
希
薄
さ
に
お
い
て
、
そ
の
先
住
民

族
が
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
異
教
徒
で
あ
っ
た
点
に
お
い
て
、
ま
た
従
っ
て

彼
ら
と
イ
ギ
リ
ス
植
民
者
と
の
関
係
が
排
除
と
征
服
と
に
終
始
し
た
点
に

お
い
て
|
|
従
来
の
イ
ギ
リ
ス
自
治
領
官
。

E
E
S由
)
と
は
大
き
く
性

北法39(1・195)195



報

格
を
異
に
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
植
民
者
逮
は
、
そ

の
植
民
地
建
設
、
発
展
に
際
し
、
イ
ギ
リ
ス
に
伝
統
的
な
憲
法
観
|
|
と

り
わ
け
「
法
の
支
配
」
と
「
同
意
」
と
い
う
こ
大
原
則
に
基
づ
く
制
限
政

府
論
ー
ー
を
堅
持
し
た
。
そ
の
意
味
で
各
植
民
地
に
行
わ
れ
て
い
た
憲
法

は
、
決
し
て
成
文
の
特
許
状
や
契
約
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

治
者
と
被
治
者
と
の
権
利
義
務
関
係
を
律
す
る
(
イ
ギ
リ
ス
伝
来
の
、
あ

る
い
は
植
民
地
の
特
殊
な
事
情
に
由
来
す
る
)
慣
習
、
伝
統
を
、
そ
の
主

た
る
要
素
と
し
て
含
む
不
文
憲
法
と
し
て
発
展
を
見
た
の
で
あ
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
本
国
の
憲
法
体
制
も
ま
た
、
名
誉
革
命
ま
で
は
、
制
定
法
よ

り
は
「
慣
習
、
す
な
わ
ち
不
文
で
は
あ
る
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
法
や
、

市
民
の
権
利
を
受
け
入
れ
る
判
例
な
ど
の
次
第
次
第
な
積
み
重
ね
」
に

拠
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
名
誉
革
命
は
、
統
治
体
制
に
お
い
て
王
権
に

対
す
る
議
会
の
優
位
を
確
定
す
る
と
共
に
、
憲
法
に
お
い
て
慣
習
や
判
例

に
対
す
る
議
会
に
よ
る
制
定
法
の
優
位
を
も
決
定
づ
け
た
。
こ
れ
以
後
議

会
権
力
の
強
化
に
伴
い
、
議
会
こ
そ
が
憲
法
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
実
質

的
に
決
定
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

ア
メ
リ
カ
立
憲
主
義
の
起
源
に
関
し
て
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
本

来
の
イ
ギ
リ
ス
憲
法
体
制
(
切
ユ
江
田
町

8
5門
広
三
宮
口
)
と
そ
の
下
で
独
自

の
発
展
を
示
し
た
地
方
的
憲
法
体
制
(
官
。
三
口
円
山
田
一

8
5去
三
宮
口
問
)
と

の
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
名
誉
革
命
以
後
フ
レ
ン
チ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
戦

雑

争
に
至
る
イ
ギ
リ
ス
憲
政
の
展
開
に
お
い
て
、
こ
の
関
係
が
明
確
に
規
定

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
地
方
自
治
の
強
化
と
い
う
名
誉
革
命
の
も
う

一
つ
の
成
果
と
併
せ
て
、
帝
国
の
中
心
か
ら
の
距
離
が
、
植
民
地
統
治
に

お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
有
効
な
る
怠
慢
」
(
出
色
己
貸
可
口
市
m
z
n
C
を
余
儀
な

く
し
、
北
ア
メ
リ
カ
植
民
地
の
自
生
的
発
展
を
可
能
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
地
方
分
権
性
は
、
一
八
世
紀
初
頭
に
膨
張
を
遂
げ
た
イ
ギ
リ
ス
帝

国
の
重
要
な
一
一
属
性
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
帝
国
の
事
実
的
な

発
展
過
程
に
相
即
し
て
、
帝
国
内
の
重
畳
的
憲
法
関
係
を
疑
問
の
余
地
な

く
秩
序
づ
け
る
い
わ
ば
帝
国
憲
法
体
制

(
E
E宮
ユ
包

g
g号
三
芯
ロ
)

の
理
論
が
生
成
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
結
果
や
が
て
、
地
方
的
憲
法

と
英
国
憲
法
と
の
関
係
、
帝
国
憲
法
下
の
両
者
の
地
位
と
い
っ
た
問
題
の

解
釈
を
め
ぐ
り
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
議
会
と
植
民
地
議
会
と
の
聞
に
深
刻
な

対
立
が
醸
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
対
立
に
お
い
て
、
植
民
者
達
は
帝
国
憲
法
を
い
わ
ば
連
邦
と
し
て

理
解
し
、
そ
の
下
に
お
い
て
は
地
方
的
(
植
民
地
)
議
会
が
英
国
議
会
と

対
等
の
関
係
に
立
つ
と
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
英
本
国
の
内
政
に
関
し
て

ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
が
当
然
全
権
を
有
す
る
の
と
同
様
に
、
植
民
地
の

内
政
に
関
し
て
は
植
民
地
議
会
に
全
権
が
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い

う
の
が
一
八
世
紀
前
半
に
ア
メ
リ
カ
植
民
地
で
有
力
に
な
っ
た
帝
国
憲
法

解
釈
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
英
本
国
に
お
い
て
は
、
名
誉
革
命

北法39(1・196)196



北海道大学法学部法学会記事

以
後
の
憲
法
体
制
の
理
論
的
支
柱
は
、
議
会
の
万
能
と
い
う
通
念
で
あ
っ

た
。
一
七
六

0
年
代
以
後
の
帝
国
の
危
機
に
際
し
て
、
本
国
議
会
が
帝
国

内
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
政
治
、
行
政
主
体
に
優
越
し
て
危
機
対
処
策
を
講
ず

る
排
他
的
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
疑
う
者
は
、
少
な
く
と
も
英
本
国
に

限
っ
て
い
え
ば
少
数
で
あ
っ
た
。

本
国
議
会
が
初
め
て
植
民
地
内
部
へ
の
課
税
を
定
め
た
印
紙
条
例
、
及

び
そ
れ
を
契
機
と
す
る
本
国
|
植
民
地
関
係
の
緊
張
は
、
よ
り
根
本
的
に

は
こ
の
よ
う
な
憲
法
理
解
の
食
い
違
い
に
起
因
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
後
一
七
七
五
年
に
至
る
帝
国
内
対
立
の
過
程
で
、
植
民
地
人
た

ち
は
、
彼
ら
の
イ
ギ
リ
ス
人
と
し
て
の
権
利
を
本
国
議
会
の
纂
奪
か
ら
守

る
べ
く
、
初
め
て
憲
法
そ
れ
自
体
を
疑
問
の
余
地
な
く
成
文
化
す
る
営
み

に
着
手
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
独
立
戦
争
の
終
了
す
る
一
七
八
三

年
ま
で
に
は
、
か
つ
て
の
一
三
の
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
は
す
べ
て
成
文
の
憲

法
を
制
定
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
成
文
憲
法
は
、
も
は
や

不
測
の
未
来
に
関
す
る
約
束
ご
と
を
記
し
た
に
過
ぎ
な
い
か
つ
て
の
特
許

状
や
契
約
と
は
異
な
り
、
一
世
紀
半
に
わ
た
る
植
民
地
の
歴
史
が
育
ん
だ

伝
統
や
慣
習
の
集
大
成
の
意
味
を
持
つ
。
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
流
の
「
法

の
支
配
」
と
「
同
意
」
に
基
づ
く
制
限
政
府
が
ア
メ
リ
カ
の
地
に
確
立
し

た
こ
と
を
明
確
に
宣
言
す
る
成
文
の
根
本
法
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
(
古
矢
句
記
)

O
昭
和
六
二
年
九
月
一
八
日
(
金
)
一
時
半
よ
り

「
基
本
法
に
よ
る
国
家
の
生
命
・
健
康
・
財
産
権
保
護
義
務
と
影
響
を
受

け
る
者
の
防
御
請
求
権
」報
告
者

ぺ
1
タ

1
・
パ
ド
ゥ
ラ
氏

(
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
法
学
部
教
授
)

木
佐
茂
男
氏

(
北
海
道
大
学
法
学
部
教
授
)

パ
ド
ゥ
ラ
教
授
(
一
九
三
四
年
生
ま
れ
。
六
二
年
教
授
資
格
取
得
。
六

四
年
に
ゲ
ツ
テ
イ
ン
ゲ
ン
大
学
教
授
。
七

O
年
か
ら
現
職
。
)
は
、
今
回
日

本
学
術
振
興
会
の
招
き
で
来
日
さ
れ
た
。

演
題
は
、
「
基
本
法
に
よ
る
国
家
の
生
命
・
健
康
・
財
産
権
保
護
義
務
と

影
響
を
受
け
る
者
の
防
御
請
求
権
(
E
〉

σ当
岳
E
B買
g
Z骨
円
切

2
8問自

問

2
2
E
n
z
冨
白
、
官
宮
内
庁
『
呪
ロ
邑
5
n
y
E
n
y
g
p
g
R℃
E
n
z
g

a巾凹

ω
g民
自
巴
円

TMσg-
の
巾
田
口
口
仏
ロ
ロ
門
回
目
mmロ
E53)
」
で
あ
り
、
次

の
項
目
順
に
講
演
が
行
わ
れ
た
。

-
第
三
者
効
を
も
っ
行
政
行
為
と
し
て
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
(
〈

R'

E
σ
g
)
の
許
容

影
響
を
受
け
る
第
三
者
の
防
害
排
除
請
求
権

G
E
E口
事
与
目

通

訳
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2 3 
毛
色
凶
日
ロ
凹
℃

Eny)

認
可
請
求
権
も
し
く
は
計
画
補
完
請
求
権
と
付
款
の
相
対
的
独
自



報

性
の
問
題

4

基
本
権
に
よ
る
保
護
義
務

わ
が
国
で
も
最
近
、
大
規
模
公
共
施
設
(
高
速
道
路
・
空
港
・
原
子
力

発
電
所
な
ど
)
の
設
置
・
管
理
に
伴
い
、
種
々
の
紛
争
が
裁
判
上
争
わ
れ

て
い
る
。
こ
の
際
と
り
わ
け
こ
れ
ら
施
設
に
よ
り
不
利
益
を
受
け
る
こ
と

の
あ
る
第
三
者
(
施
設
近
隣
居
住
者
な
ど
)
の
法
的
保
護
が
、
計
画
過
程

か
ら
実
際
の
施
設
運
営
・
運
転
の
全
過
程
で
問
題
と
な
る
が
、
わ
が
国
の

場
合
、
立
法
の
不
備
も
あ
っ
て
迅
速
で
有
効
な
救
済
に
至
り
に
く
い
。
本

講
演
で
は
、
西
ド
イ
ツ
行
政
法
を
素
材
に
、
こ
の
よ
う
な
ケ
l
ス
で
の
近

隣
居
住
者
の
権
利
を
憲
法
か
ら
導
き
、
手
続
法
・
実
体
法
両
面
か
ら
の
紹

介
・
検
討
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
講
演
は
、
『
自
治
研
究
』
六
四
巻
六

号
(
一
九
八
八
年
)
に
掲
載
さ
れ
た
。
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雑

O
昭
和
六
二
年
九
年
二
一
日
(
月
)
午
後
三
時
よ
り

「
国
家
理
論
の
現
代
的
諸
問
題

ー
l
ウ
ェ

l
パ
1
、
ケ
ル
ゼ
ン
、

報
告
者

へ
ラ
ー
を
め
ぐ
っ
て
|
|
|
」

ク
リ
ス
ト
ア
・
ミ
ュ
ラ

1
氏

(
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
教
授
)

本
報
告
の
内
容
は
、
本
誌
三
九
巻
二
号
に
今
井
弘
道
教
授
、
大
野
達
司

助
手
お
よ
び
寺
島
寿
一
氏
に
よ
る
翻
訳
が
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。


